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2025年９月 26日 

 

各 位 

会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  楠 元  健 一 郎 

 （コード 7918、東証スタンダード市場） 

問い合わせ先 執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ企画部長  西村  良 

 電 話 番 号  0 3－ 5 1 5 5－ 6 8 0 1 

 

 

（再訂正）「臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知」の一部訂正について 

 

2025年９月８日に弊社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載し、2025年９月 12日に株主

様へ発送した「臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知」につきまして、記載事項の一部

に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。株主の皆様にはご迷惑をおかけしまし

たことを、深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．訂正箇所 

27ページ及び 32ページ 

株主総会参考書類「第１号議案 定款一部変更の件（Ｅ種優先株式に関する定めの新設等）」の「２．変更

の内容」の一部 
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２．訂正内容（訂正内容は網掛けで示しております。） 

（１）27ページ 

【訂正前】 

（下線部は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

（新 設） （Ｅ種期中優先配当金） 

第１１条の２１ 当会社は、第４３条第２項又は第３項

の規定に従い、期中配当基準日を基準日とする期中配

当をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に

記録されたＥ種優先株主等に対して、第１１条の２９

に定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき、

Ｅ種優先株式の払込金額に年率３．０％を乗じて算出

した金額について、当該期中配当基準日の属する事業

年度の初日（ただし、当該期中配当基準日が２０２２

年６月末日に終了する事業年度に属する場合は、Ｅ種

優先株式の発行日）（同日を含む。）から当該期中配当

基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、３

６５日（ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は３

６６日）で除した額（ただし、除算は最後に行い、円

単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四

捨五入する。）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｅ種

期中優先配当金」という。）を支払う。ただし、当該期

中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配

当までの間に、本条に定めるＥ種期中優先配当金を支

払ったときは、その合計額を控除した額とする。ま

た、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる

日までの間に、当会社がＥ種優先株式を取得した場

合、当該Ｅ種優先株式につき当該期中配当基準日に係

る期中配当を行うことを要しない。 

 

＜省略＞ 

 

＜省略＞ 
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【訂正後】 

（下線部は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

（新 設） （Ｅ種期中優先配当金） 

第１１条の２１ 当会社は、第４３条第２項又は第３項

の規定に従い、期中配当基準日を基準日とする期中配

当をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に

記録されたＥ種優先株主等に対して、第１１条の２９

に定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき、

Ｅ種優先株式の払込金額に年率３．０％を乗じて算出

した金額について、当該期中配当基準日の属する事業

年度の初日（ただし、当該期中配当基準日が２０２６

年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、Ｅ種

優先株式の発行日）（同日を含む。）から当該期中配当

基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、３

６５日（ただし、当該事業年度に閏日を含む場合は３

６６日）で除した額（ただし、除算は最後に行い、円

単位未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四

捨五入する。）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｅ種

期中優先配当金」という。）を支払う。ただし、当該期

中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配

当までの間に、本条に定めるＥ種期中優先配当金を支

払ったときは、その合計額を控除した額とする。ま

た、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる

日までの間に、当会社がＥ種優先株式を取得した場

合、当該Ｅ種優先株式につき当該期中配当基準日に係

る期中配当を行うことを要しない。 

 

＜省略＞ 

 

＜省略＞ 
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（２）32ページ 

【訂正前】 

（下線部は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

 (b) 転換価額調整式によりＥ種優先株式の転換価額の調

整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含

む。）（ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、

取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおい

て同じ。）の取得と引換えに交付する場合、普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。）その他の

証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付す

る場合、又は当会社又はその関係会社（財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に

定める関係会社をいう。以下同じ。）の取締役その他の

役員又は使用人に株式報酬として普通株式の給付を行

うために信託会社へ普通株式を交付する場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期

間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを

適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割

当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用

する。 
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【訂正後】 

（下線部は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

 (b) 転換価額調整式によりＥ種優先株式の転換価額の調

整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

(i) 下記(c)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもっ

て普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含

む。）（ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、

取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。以下本ロにおい

て同じ。）の取得と引換えに交付する場合、普通株式の

交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む。以下本ロにおいて同じ。）その他の

証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付す

る場合、又は当会社又はその関係会社（財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に

定める関係会社をいう。以下同じ。）の取締役その他の

役員又は使用人に株式報酬として普通株式の給付を行

うために信託会社へ普通株式を交付する場合を除く。） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期

間が設けられたときは当該払込期間の最終日とす

る。）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを

適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割

当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのため

の基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用

する。 

 

 

 

以 上 

 


